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[bookmark: _Hlk190330654][bookmark: _Hlk191744072]第11号様式　第１面（第15条第４項、第16条第４項関係）

横浜市木造住宅耐震改修促進事業
　　　年度　事業内容変更報告書

　　　　年　　月　　日
（報告先）
横浜市長
報告者（申請者）　〒　
　　　　住所　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　氏名　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　電話　　　　　（　　　）　　　　　　

横浜市木造住宅耐震改修促進事業に関する補助金交付要綱第９条第１項の規定による補助金交付決定又は同要綱第11条第１項の規定による全体設計承認を受けた次の建築物について、当該決定に係る申請の内容に軽微な変更が生じましたので、同要綱第15条第４項又は同要綱第16条第４項の規定により、必要書類を添えて報告します。
Ｎｏ．　　　　	

１　補助金交付決定通知書番号及び全体設計承認・不承認通知書番号
	補助金交付（変更）決定通知書番号
	　　　　年　　月　　日　　　　　第　　　　号

	全体設計（変更）承認・不承認通知書番号
	　　　　年　　月　　日　　　　　第　　　　号


※補助金交付（変更）決定通知書番号及び全体設計（変更）承認・不承認通知書番号は、最新のものを記入してください。

２　変更内容（変更の内容が分かる書類を添付してください）

	








変更内容









	□　設計事業者及び施工事業者の名称、代表者名又は所在地の変更、　
若しくは、代表となる設計者の変更・・・・・・・・・・（第２面を提出）
□　完了期日の変更（１か月を超える場合）
　　　　　年　　　　月　　　　日
· 耐震診断による点数の変更
【変更前】現況：　　　　計画：　　　　【変更後】現況：　　　　計画：　　　　　
· 工事額の変更・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（第３面を提出）
· その他













（Ａ４）
第11号様式　第２面（第15条第４項、第16条第４項関係）（変更がない場合は提出不要）

３　設計事業者及び施工事業者の名称、代表者名又は所在地の変更、若しくは、代表となる設計者の変更
	設計事業者
	登録事業者
	　□登録事業者（登録№　　　　　）　□一時登録事業者
□よこはま健康・省エネ住宅登録事業者※(登録No.　　　  )

	
	名称（個人事業者は個人氏名も記入）
	

	
	役職・代表者氏名(法人のみ)
	

	
	本店（主たる事務所）の所在地
	

	
	建築士事務所登録番号
	（　　）建築士事務所（　　　　　）知事登録第　　　　号

	
	建築士事務所名
	

	
	建築士事務所所在地
	□上記住所と同じ　□異なる（　　　　　　　　　　　　　）

	
	電話番号・ＦＡＸ番号
	電話：　　（　　　）　　　　FAX：　　　（　　　）　　　　

	
	その他の連絡先
(名称・所在地・電話番号・ＦＡＸ番号)
	

	設計者
	設計事業者及び建築士事務所に
所属する者のうち、
代表となる設計者（工事監理者）
	資格
	（　　　）建築士（　　　　）登録第　　　　　号

	
	
	氏名
	

	
	
	耐震改修促進法施行規則第５条
第１号又は第２号への該当
	□該当　　□非該当

	
	設計事業者に所属する者のうち、
その他の担当者氏名
	

	施工事業者
	登録事業者
	□登録事業者（登録№　　　　　）　□一時登録事業者
□よこはま健康・省エネ住宅登録事業者※(登録No.　　　  )

	
	名称（個人事業者は個人氏名も記入）
	

	
	役職・代表者氏名(法人のみ)
	

	
	本店（主たる事務所）の所在地
	

	
	電話番号・ＦＡＸ番号
	電話：　　（　　　）　　　　FAX：　　　（　　　）　　　

	
	その他の連絡先
(名称・所在地・電話番号・ＦＡＸ番号)
	


※“健康・省エネ住宅”に関する講習会を受講、及び、一定の知識や技術を習得し、横浜市建築局住宅政策課が登録した事業者のこと。
工事内容が「耐震改修＋省エネ改修」かつ、登録している場合は記載

（Ａ４）

第11号様式　第３面（第15条第４項、第16条第４項関係）（変更がない場合は提出不要）

４　工事額の変更
　（１）全体工事費用
	項目
	変更前
	変更後

	工事費予定額　①
	円
	円


　（２）耐震改修工事
	①のうち耐震改修工事に要する費用　②
	円
	円

	補助限度単価の積算額　③
	円
	円

	補助区分ごとの補助金限度額　④
（※一般世帯区分：1,150,000円、非課税世帯区分：1,550,000円）
（※利子補給制度を利用する場合
　　一般世帯区分：　575,000円、非課税世帯区分：　975,000円）
	円
	円

	補助金申請額（耐震改修分）⑤
(※②から④のうち最も低い金額で、千円未満を切り捨てた金額)
	円
	円


　（３）省エネ改修工事
	①のうち省エネ改修工事に要する費用　⑥
	円
	円

	⑥のうち断熱化工事費　⑦
	円
	円

	⑥のうち設備効率化工事費　⑧
	円
	円

	⑦と⑧いずれか低い額　⑨
	円
	円

	（⑦＋⑨）×８／１０　⑩
	円
	円

	補助金限度額　⑪
	1,000,000円
	1,000,000円

	補助金申請額（省エネ改修分）⑫
(※⑩と⑪のうち最も低い金額で、千円未満を切り捨てた金額)
	円
	円




（Ａ４）

